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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年８月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年２月１９日 ０９時００分ごろ 

発生場所 長崎県五島市福
ふく

江
え

島北北西方沖 

 五島白瀬
し ろ せ

灯台から真方位２５１°１３.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°０６.６′ 東経１２８°３３.２′） 

事故の概要  漁船勇
ゆう

漁
ぎょ

丸は、たちうお引き縄漁をしながら西南西進中、また、漁

船松
まつ

吉
きち

丸は、南南東進中、両船が衝突した。 

 勇漁丸は、右舷中央部外板の亀裂等を生じ、また、松吉丸は、船底

部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年２月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 勇漁丸、６.３トン 

   ＮＳ２－１０４８１（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９３ｍ（Lr）×２.７４ｍ×０.９１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３５６.７０kＷ、昭和５９年５月３１日 

   第２９２－３９６９８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 松吉丸、６.１トン 

   ＮＳ２－２３２０７（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.８３ｍ（Lr）×２.７３ｍ×０.９１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３３０.９８kＷ、平成元年１１月１２日 

   第２９２－４２９４６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成４年７月２８日 

    免許証交付日 平成２５年３月６日 

           （平成３０年３月５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年２月２５日 

    免許証交付日 平成２６年４月１０日 

           （平成３２年３月７日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板及び左舷中央部ブルワークに亀裂、船室前部囲

壁、右舷中央部の甲板及びいけすに破損等 

Ｂ 船底部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、福江島北北西方沖でたちうお
．．．．

引

き縄漁の操業を行い、２回目の揚縄を終えた後、たちうお引き縄漁船

が少ない海域に移動することとし、３回目の操業場所に向けて北東進

していた。 

 Ａ船は、船長Ａが、目視及び１.５ＭレンジとしたレーダーでＡ船

の周囲約０.５Ｍ以内に他船がいないことを確認し、左に旋回した

後、自動操舵に切り換えて引き縄を行う針路を定め、約１～２ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で西南西進しながら左舷船尾

部から漁具の投入を始めた。 

 船長Ａは、約１０分で漁具の投入を終え、Ａ船の針路、速力、周囲

の状況等を確認するため、操舵室に移動を始めたところ、右舷斜め前

方４０ｍ付近にＢ船を視認し、危険を感じて操舵室後部入口付近の壁

に掛けていたリモコン装置を取ろうとした。 

 Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船の船首がＡ船の船尾方に向いたように見え

たので、Ｂ船がＡ船の存在に気付いたものと思ったが、すぐにＢ船の

船首がＡ船の操舵室付近に向いたので、後部甲板から大声で叫んで注

意喚起を行ったものの、平成２８年２月１９日０９時００分ごろＡ船

の右舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、Ｂ船の船首部がＡ船の前部甲板に乗り上げたが、Ｂ船が

後進で離れたので、Ａ船の損傷状況を確認した後、無線で周囲の僚船

に本事故の発生を連絡した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、１人で乗り組み、たちうお引き縄漁の操業を行

い、２回目の揚縄を終えた後、２回目の操業場所の約３～４Ｍ南方の

海域で漁模様が良い旨の無線を聞いていたので、南方の海域に向かう

こととし、０.５Ｍレンジとしたレーダーを作動させ、操舵室右舷側

に立って手動操舵により、約１２knの速力で南南東進を始めた。 

 船長Ｂは、２回目の操業中、Ｂ船が操業を行っていた海域の南方１

Ｍ付近には他船を認めていなかったので、前路に他船はいないものと

思い、ＧＰＳプロッターを見ながら、３回目の操業場所を検討してい

たところ、突然衝撃を感じた。 

 船長Ｂは、周囲を確認したところ、Ａ船と衝突していたので、機関

を後進にかけてＡ船から離れ、損傷状況を確認した後、無線で周囲の

僚船に本事故の発生を連絡した。 

 Ａ船及びＢ船は、両船共に自力で航行できたので、Ａ船が福江島の
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造船所に向かい、Ｂ船が長崎県小値賀
お ぢ か

町小値賀漁港に帰港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船及びＢ船が行うたちうお
．．．．

引き縄漁は、先端に針を付けた枝糸を

約４～５ｍ間隔に約５０本取り付けた長さ約２００～２５０ｍの幹糸

を、先端に錘
おもり

を付けた長さ約１００～２００ｍの道糸に連結して船

尾から海中に投入し、風上に向けて約１～２knの速力で１時間前後引

いた後、揚縄して漁獲物を取り込むものであった。 

 長崎県のたちうお
．．．．

引き縄漁船は、操業の秩序維持等の目的で各地の

任意団体（以下「タチ会」という。）に加入し、タチ会の規約に基づ

いて操業を行っており、漁場においては、タチ会の船団長から、当日

の操業開始時刻、引き縄を引く針路等を無線で連絡を受け、タチ会の

標識旗（縦約０.４～０.５ｍ、横約０.６～０.７ｍ）を掲げるととも

に船尾にスパンカーを張って操業していた。 

（図１参照） 

 

 

 

 

図１ たちうお引き縄漁の漁具概略図 

 Ａ船及びＢ船が操業していた漁場には、本事故当日、約１０Ｍの範

囲に５０隻以上のたちうお
．．．．

引き縄漁船が集まっていた。 

 たちうお引き縄漁船は、１回目の操業時には各船が一定の間隔で横

に数列並び、一斉に風上に向かって引き始めるが、各船によって引く

時間が異なり、また、漁模様を無線で連絡することになっているの

で、徐々に漁場を移動する船と操業する船が入り混じる状況になるも

のの、漁場を移動する船が操業中の船を避けるようにしていた。 

 船長Ａは、本事故当時、左舷船尾部で漁具の投入を行いながら、

時々周囲の見張りを行っていたが、Ａ船は操業中であったので、漁場

を移動中の船がＡ船に接近するようであれば、移動中の船がＡ船を避

けてくれるものと思っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、福江島北北西方沖において、たちうお引き縄漁をしながら

西南西進中、船長Ａが、漁場を移動中の船が操業中のＡ船を避けてく

れるものと思い、見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船の

接近に気付くのが遅れ、声を出して注意喚起を行ったものの、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、たちうお引き縄漁船間においては、漁場を移動する船が

幹糸：約２００～２５０ｍ 
浮子 

枝糸 
錘 

道糸：約１００～２００ｍ 

スパンカー 

標識旗 
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操業中の船を避けるようにしていたことから、漁場を移動中の船が操

業中のＡ船を避けてくれるものと思ったものと考えられる。 

 Ｂ船は、福江島北北西方沖において、漁場を移動する目的で南南東

進中、船長Ｂが、前路に他船はいないものと思い、ＧＰＳプロッター

を見ながら操業場所を検討しており、見張りを行っていなかったこと

から、操業中のＡ船に気付かずに航行し、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

 船長Ｂは、２回目の操業中、Ｂ船が操業を行っていた海域の南方１

Ｍ付近には他船を認めていなかったことから、漁場を南南東進中、前

路に他船はいないものと思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、福江島北北西方沖において、Ａ船がたちうお
．．．．

引き縄漁を

しながら西南西進中、Ｂ船が南南東進中、船長Ａが漁場を移動中の船

が操業中のＡ船を避けてくれるものと思い、見張りを適切に行ってお

らず、また、船長Ｂが、前路に他船はいないものと思い、見張りを行

っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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小値賀町 
小値賀島 

五島白瀬灯台 

長崎県 
五島市 
福江島 

五島列島 

平戸島 

長崎市 

佐世保市 

Ａ船 

Ｂ船 

事故発生場所 
（平成２８年２月１９日  
０９時００分ごろ発生） × 


